
令和６年度 実施方針の策定の見通しの公表について（令和６年６月２０日現在） 

 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 15 条、及び民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律施行規則（平成 23年内閣府令第 65号）第 2条による公表は下表のとおりです。 

 なお、実際に策定する実施方針が下表の内容と異なる場合や、下表に掲載されていない事業について実施方針を策定する場合があります。 

 

名 称 期 間 概   要 
公共施設等 

の立地 

実施方針を 

策定する時期 
所管部署 

三股町交流拠点

施設整備 

第 ６ セ ク タ ー

PFI事業 

契約の日か

ら令和２９

年３月（予

定） 

五本松団地跡地を有効に活用

し、三股町の暮らしの魅力を高

める新しい拠点として、「学び」

「子ども子育て」「健康づくり」

「買い物と食」の４つの機能を

導入する交流拠点施設の整備を

行い、整備施設の一体的な維持

管理及び運営を実施する。 

三股町大字樺山

字五本松 3271-

2 

令和６年６月 

企画商工課 

五本松交流拠点施設推進室 

電話 0986-52-1120 

 


